


排水溝の清掃、強風で飛散しやすい物の片付け、防球・防風ネット等の巻き上げや取り外し等の応急

措置を講じ、また必要に応じ、土のう・止水板などの設置、ガラスの防護等の応急措置の実施をお願

いします。 

加えて、災害が発生した場合に、防災電話や非常用発電機等の保有する防災設備・備品等を適切に

活用できるよう、平時からの確認、点検等を行うことが重要ですが、必要に応じて、防災設備・備品

等の種類や数量、置き場所、使い方などの確認、点検等をお願いします。特に、非常用発電機の燃料

等については残量を確認し、十分に補給を行うなど事前の対応を万全に行うようお願いします。 

なお、学校の教職員が災害に備えた点検や応急措置等を行う場合には、天候や施設・道路等の状況

に注意し、危険がある場合には教職員の安全確保を優先していただきますようお願いします。 

 

③ 二次災害の防止 

 学校施設等に被害が発生した場合に、二次災害を防止するため、応急復旧や立入禁止等の措置を行

うなど、児童生徒等や教職員の安全を確保していただくとともに、文部科学省の所定の担当へ被害状

況を報告していただきますようお願いします。また、引き続き、連絡体制に万全を期すとともに、学

校の教職員が被害状況の確認等にあたる場合には、当該教職員の安全確保にも十分留意いただきます

よう併せてお願いします。 

 

④ 防災主管課などの関係部局との事前確認 

学校施設等に被害が発生した場合に、防災主管課などの関係部局と速やかに連携できるよう、被害

が発生した場合の対応について事前確認をお願いします。事前確認する対応としては、例えば、停電・

断水時の対応（電源車や非常用発電機、給水車、仮設トイレの手配）、浸水時の消毒の手配などが考え

られます。 

 また、別添３「台風第 19 号の接近時における事前確認事項について」（令和元年 10 月 9 日付け内

閣府事務連絡）を参考にしてください。 

 

なお、本件について、域内の市（指定都市を含む。）町村教育委員会及び貴都道府県私立学校主管課へ

も伝達くださいますようお願いします。 

また、窓口一元化都道府県・指定都市におかれましては、貴教育委員会内の担当部署へ伝達ください

ますようお願いします。 

 

※別添２については、風水害対策のパンフレット「台風等の風水害に対する学校施設の安全のために」

本体は本事務連絡に添付しておりませんが、文部科学省ホームページに掲載していますので、こちら

から御確認いただき参考にしてください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/mext_00477.html  

 

【本事務連絡に関すること】               

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官（施設防災担当）付防災調整係 

電話：03-5253-4111（内線 2290） 

03-6734-2290（直通）    

 

【「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」に関すること】 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課防災教育係 

電話：03-5253-4111（内線 2670） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/mext_00477.html
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